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【開  会】 

○檜田教育長 これより、令和６年第４回教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議録の署名は、阿部夕子委員と佐藤淳委員にお願いいたします。 

なお、石井知子委員からは、所用のため会議を欠席される旨、ご連絡をいただ

いております。 

本日の議案第５号及び第６号は人事に関する事項でございます。教育委員会

会議規則第 14 条第２号の規定により公開しないこととしたいと存じますが、い

かがでしょうか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第５号及び第６号は公開しないことといたしま

す。 

 

【議  事】 

◎議案第１号 札幌市学校運営協議会規則案について 

○檜田教育長 それでは、議事に入ります。議案第１号「札幌市学校運営協議会

規則案について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

○学校教育部長 学校教育部長の長谷川でございます。 

議案第１号『札幌市学校運営協議会規則案』について、ご説明いたします。 

本案は、学校運営協議会制度、いわゆる「コミュニティ・スクール」の導入に

関して必要な事項を、教育委員会規則を制定することによって定めたくご審議

をお願いするものでございます。 

規則案につきましては、「議案第１号」のインデックスの資料のとおりとなり

ますが、内容につきましては、「制定内容」のインデックスが付いた資料でご説

明させていただきますので、そちらをご覧ください。 

まず、１の制定の背景についてでございますが、平成 29 年に地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４７条の５第１項が改正され、それまで各教育委

員会が任意に設置するものとされていた学校運営協議会について、各教育委員

会に対して設置の努力義務が課されました。 

札幌市におきましては、令和２年２月に「札幌市小中一貫した教育基本方針」

を策定し、令和４年度から「小中一貫した教育」を市内で全面的に実施しており

ますが、本取組を土台といたしまして、令和６年度から順次、市内の全校種にお
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いてコミュニティ・スクールの導入を推進していくことが適当であると考えた

ところであります。 

また、札幌らしいコミュニティ・スクールの特徴といたしましては、①子ども

の声を学校運営に反映させること、及び②「小中一貫した教育」の基本単位であ

るパートナー校ごとに協議会を設置することを二本柱としたところでございま

す。 

次に２の制定の内容について、概要等をご説明いたします。⑴趣旨（第１条）

については、教育委員会が設置する学校運営協議会に関し、必要な事項を定める

ことをこの規則の趣旨とし、題名を「札幌市学校運営協議会規則」とすることを

示しております。 

⑵設置等（第２条）につきましては、小学校及び中学校においては、「小中一

貫した教育」の基本単位であるパートナー校ごとに協議会を置くこととし、その

他の学校種においては、学校ごとに協議会を置くことを定めたものであります。 

次に、⑶基本的な方針を作成する事項については、法律で定める教育課程の編

成以外の学校運営に関する基本的な方針の対象となる事項を定めたものでござ

います。 

次の⑷学校運営に関する評価は、毎年度１回以上、学校の運営状況について評

価を行うことを定めたものであります。 

そして、⑸組織、⑹任期、⑺委員の解任については、協議会委員定数、委員要

件、任期、委員の解任事由などについて定めたものとなります。 

次に⑻守秘義務等として、協議会は、児童・生徒や教職員などの個人情報を議

論することが想定されることから、委員に在職中及び職を退いた後も守秘義務

を課すことを定めたものでございます。 

裏面をご覧ください。⑼会長及び副会長、⑽会議、⑾会議の公開ですが、会議

の議事方法などについて定めたものであります。 

⑿の分科会等としては、パートナー校単位で置く協議会のほか、学校単位で協

議会の下部組織となる分科会等を設置できることを定めたもの、⒀研修、⒁教育

委員会による指導及び助言等としては、教育委員会が行う研修、指導、助言等に

ついて定めております。 

⒂庶務としては、協議会の庶務は学校において行うことを定めており、⒃委任

においては、この規則に定める以外の協議会の運営に関し必要な事項は教育長

が定めることとしております。 

３の施行期日をご覧ください。施行日は、令和６年４月１日からとしますが、

協議会の委員の任命その他協議会を置くために必要な準備行為は、施行前にお
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いても行うことができることを定めております。 

このほか、参考資料のインデックスが付いた資料には、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の抜粋を添付しております。 

なお、令和６年度は、７パートナー校での導入を予定していることを申し添え

ます。 

本議案に関する説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

 

○檜田教育長 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご質問、ご意

見がございましたらお願いします。 

 

○阿部委員 資料「制定内容」の「①子どもの声を学校運営に反映させること」

とありますが、具体的にはどういった手法を取られるのでしょうか。 

 

○学校教育部長 札幌市では自治的な活動を推進しておりますが、学校運営協

議会におきましても、児童会・生徒会をはじめとした子どもたちの声を反映させ

ていただければと考えておりますので、子どもたちが直接参加することや、学校

で行ったアンケートの結果を校長先生が提案するなど、子どもたちのニーズを

取り入れながら協議会を進めていけたらと考えております。 

 

○阿部委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○道尻委員 同じく、「制定内容」の②「小中一貫した教育」に、基本単位であ

るパートナー校ごとに協議会を設置するとしておりますが、どういった考えの

もと、このような方向性を打ち出されたのか、もう少し詳しく説明をいただけれ

ばと思います。 

 

○学校教育部長 小中一貫した教育は、小学校の６年間、中学校の３年間を併せ

た計９年間を、小学１年生から中学３年生まで先を見通した教育計画を立てて、

子どもたちをしっかり育てていこうというのが基本的な考えでありますけれど

も、その９年間の教育を地域の方々と一緒に地域の子どもたちとして、寄り添っ

ていきながら進めて行ければという趣旨となります。この小中一貫したパート
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ナー校におきましては、子どもたちをどのように育てていきたいかというグラ

ンドデザインを基に、各地域の方と一緒に考えていただければと思い、今回は小

中一貫した教育を柱としたところです。 

 

○道尻委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 規則案の第５条第３項第２号に関係行政機関の職員とありますが、

具体的にどういう方を想定されているでしょうか。 

 

○学びのプロジェクト担当課長 まちづくりセンターの所長などが参加いただ

くことを想定し、そのような記載にしております。 

 

○佐藤委員 学識経験者と関係行政機関の職員のいずれも入っていなければな

らないということでしょうか。 

 

○学びのプロジェクト担当係長 参考資料として地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４７条の５第２項第４号に記載の「その他当該教育委員会が必

要と認めるもの」の部分を具体化したものであり、第５条第３項第２号のいずれ

かの方が委員として参加していただければよい作りとしております。 

 

○佐藤委員 わかりました。もう１点伺いたいのですが、令和６年度は７パート

ナー校での導入を予定しているということですが、将来的には中学校の数に相

当するものができるということであれば、約 100 弱になると思います。規則案

第１４条第１項に、「教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、

必要に応じて指導及び助言を行うもの」とされていることから、教育委員会の業

務が増えることが想像されますが、例えば、担当部署や対応方法などはどのよう

に考えられているのでしょうか。 

 

○学びのプロジェクト担当課長 基本的には、学校ごとの担当指導主事が中心

となって対応することを想定しております。 

 

○佐藤委員 わかりました。最後に、委員報酬はどのようになるのでしょうか。 
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○学びのプロジェクト担当課長 日額 1,500 円の報酬を支払う予定となってお

ります。 

 

○佐藤委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○中野委員 小中一貫した教育とありますが、一つの小学校から複数の中学校

に進学する場合があると思うのですが、その場合はどのような扱いになるので

しょうか。 

 

○学校教育部長 小中一貫した教育を進める際に、仰るとおり小学校から複数

の中学校に分かれる学校がたくさんあるものですから、教育委員会の方でおお

よそ地域ごとにパートナー校を指定しまして、すべてペアリングを実施してい

る状況です。 

 

○中野委員 網羅的にやるという分けではなく、その地域のメジャーな進学先

をパートナー校として設定したということでしょうか。 

 

○学校教育部長 進学者数が多い、距離的なことなどを考慮して指定したもの

となります。 

 

○檜田教育長 実際運用していくとなると、中野委員が仰ったとおり３つ４つ

の小学校から集まってくる地域もありますので、そこは運用の中で地域ごとに

工夫しながら進めていただくことになるものと考えています。 

 

○中野委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第１号については提案どおり決定させていただ

きます。 
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◎議案第２号 第２期札幌市教育振興基本計画（案）について 

○檜田教育長 続きまして、議案第２号「第２期札幌市教育振興基本計画（案）

について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

○生涯学習部長 生涯学習部長の木村でございます。 

 これより、議案第２号の第２期札幌市教育振興基本計画について、ご説明させ

ていただきます。 

 本議案は、パブリックコメント及びキッズコメントを経てまとめた「第２期札

幌市教育振興基本計画」を確定させるために、提出するものでございます。 

 なお、本書及び概要版の内容については変更ございません。 

 パブリックコメント及びキッズコメントの実施概要については、２月７日に

別途ご報告したとおりでございます。 

 ご意見の概要と、それに対する札幌市教育委員会の考え方は、意見集として 

参考資料１及び２に整理しております。 

 これらについては、今後ＨＰ上に掲載予定でございます。 

 それでは、本書の中の資料編についてご説明させていただきます。本書の 73

ページをご覧ください。73 ページ以降には、資料編として、第２期札幌市教育

振興基本計画策定に向けた検討会議の開催状況や、子どもの意見聴取の取組、パ

ブリックコメント及びキッズコメントの概要などを記載しております。 

 次に本書の 85 ページ、裏表紙から２枚目を御覧ください。このページには、

表紙デザインの説明を記載しております。表紙デザインにつきましては、平岸高

校デザインアートコースの生徒３名からデザイン案を応募していただきました。 

 デザイン案は参考資料３のとおりで、現在細部の修正を行っているところで

す。表紙デザインは、パズルのピースを題材に繋がりをイメージして制作されて 

おり、生徒が解釈した『自立した札幌人』が描かれたデザインとなっております。 

 最後に、今後のスケジュールについて、ご説明いたします。本日、議決をいた

だくことができましたら、印刷製本作業に移ります。 

 また、本書の他、概要版の作成と併せて、計画の内容を子どもも含め誰にでも

分かりやすくなるようにまとめた「分かりやすい版」も作成いたします。 

 いずれも、印刷製本された冊子は３月中旬から下旬にかけて完成する見込み

であり、完成次第、市のホームページ上に公表するとともに、冊子については学

校や関係機関へ順次配布を行う予定です。 

 私からのご説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
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○檜田教育長 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご質問、ご意

見がございましたらお願いします。 

 

○檜田教育長 今回、キッズコメントの数が前回よりも多くなりましたが、どう

いう工夫をされたのか、また、どういった意見が多かったのか改めて教えてくだ

さい。 

 

○教育政策担当係長 これまでは、郵送やＦＡＸのみでの提出方法としており

ましたが、子どもたちに今回の教育振興基本計画がわかるようなものを１人１

台端末に送り、端末を通して教育委員会へコメントを出せる方法も取り入れま

した。端末を通すことで教育委員会へ気軽に意見を述べることができることか

らも、参考資料２にありますとおり、1,027 件の意見が寄せられたところです。 

 意見の内容につきましては、半数以上が取組を通して自分たちがこうしてい

きたいという考えを述べたものとなっておりましたが、暑さ対策として小・中学

校にエアコンを設置してほしい、直接計画には関係ありませんが、校則を見直し

てほしいなど、切実な子どもたちの意見が寄せられました。 

 内容につきましては、計画の内容に関わらないものも含め、今後の教育施策に

活かしていけるものかと考えております。 

 

○檜田教育長 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

 

○阿部委員 子どもたちからの意見に対して、教育委員会側の考え方はどのよ

うな方法で公開されるのでしょうか。 

 

○教育政策担当係長 市ホームページ上で公開するとともに、学校へは計画の

本書を送付する際に、キッズコメントへのお礼と併せて意見集をまとめたもの

を送付する予定です。 

 

○阿部委員 意見をいただいた皆さんには回答が行き渡るという理解で良いで

しょうか。 

 

○教育政策担当係長 お見込みのとおりとなります。 

 

○阿部委員 わかりました。ありがとうございました。 
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○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 私も阿部委員と同じ考えで、良いことが丁寧に書かれているので、

札幌市教育委員会の回答は子どもたちに是非読んでいただきたいので、各学校

へは、ホームページをチェックするように子どもたちにお伝えくださいとお伝

えいただければと思います。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○阿部委員 もう１点確認なのですが、表紙デザインで読書と雪は発見できた

のですが、環境はどこに表現されているのでしょうか。 

 

○教育政策担当係長 全体を通して表されているものと捉えていただければと

思います。 

 

○阿部委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第２号については提案どおり決定させていただ

きます。 

 

◎議案第３号 札幌市いじめの防止等のための基本的な方針の改定について 

○檜田教育長 続きまして、議案第３号「札幌市いじめの防止等のための基本的

な方針の改定について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

○児童生徒担当部長 児童生徒担当部長の廣川でございます。 

 本日は、「札幌市いじめの防止等のための基本的な方針（案）」についてご説明

いたします。 

本議案は、「札幌市いじめの防止等のための基本的な方針」の改定案について

決定をいただくため、提出するものでございます。 

 お手元に、資料１としてＡ３版横２枚ものの方針案の概要版、資料２として方
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針案の本書をお配りしております。 

本日は、資料１の概要版を用いて説明いたします。１枚目の「第１章 いじめの

防止等のための対策の基本的な考え方」を御覧ください。まず、本方針策定の背

景等、位置付けについてですが、２にあるように、本方針は、「いじめ防止対策

推進法」第 12 条に基づき、平成 28 年に策定され、その後、一部改訂を経て現在

に至っております。 

各学校においては、この札幌市の方針を参酌して、それぞれの「学校いじめ防

止基本方針」を策定し、それに基づき、いじめ防止等の取組を進めることとなっ

ております。 

次に、３にある、札幌市の現状を踏まえた方針改定理由についてですが、マル

印の１番目から５番目までの状況にある中で、令和３年に深刻ないじめの重大

事態が起こり、子どもの命を守ることができなかった今回の事案に係る調査報

告書の提言を重く受け止め、より一層危機感をもって取り組むため、方針を改定

することといたしました。 

次に、左下の４を御覧ください。いじめの問題を克服するためには、いじめ防

止対策推進法に示される基本理念に基づき、社会総がかりでいじめの防止に取

り組む機運を醸成する必要があると考え、札幌市が目指すいじめ防止のビジョ

ンを「学校・家庭・地域総ぐるみで、いじめは『しない・させない・許さない』

を徹底」といたしました。 

 次に、資料右上の方針改定の主なポイントを反映させた取組の概要について、

要点を絞って説明いたします。 

概要版に記載している主な変更点の内容は、今回の改定で新規に盛り込んだ

取組や、対応を強化した取組、そして、これまで学校に実施の判断を委ねていた

ものを今回明確化した取組となります。 

それでは、右側にある「第２章 いじめの防止等のために札幌市が実施する取組」

を御覧ください。ここでは、主に札幌市が実施する取組についてです。 

「１ いじめの防止に関すること」では、これまで教職員の理解を深めるため

に行っていたいじめや自殺予防に係る研修の全てについて、管理職を含めた教

職員のキャリアステージに応じて系統的に行うように再構成しました。 

「２ いじめの早期発見・いじめへの対処に関すること」では、健康観察やい

じめに関するアンケートについて、新たにアプリを導入して実施することを盛

り込みました。 

「４ 教育委員会と学校の連携」では、これまでも行っていた学校からの定期

的な報告について、国の報告様式に沿った形に統一することにより、いじめの認
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知や解消のみならず、学校の取組の改善状況が見えるようになり、今までよりも

一層適切な指導・助言・支援につなげることができると考えております。 

 １枚おめくりいただいて、２ページ目を御覧ください。「第３章 いじめの防

止等のために学校が実施する取組」では、学校が実施する取組について記載して

います。ポイントは、チーム学校による組織的な対応の徹底を図ることです。 

「２ 学校いじめ対策組織の設置」では、学校いじめ対策組織の責任者が校長

であることを明確化するとともに、提言で示されている専門家との連携強化の

観点から、これまで必須ではなかった、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷを組織の必須構

成員とし、今までは学校の取組に委ねていた会議の開催頻度などについても新

たに盛り込みました。 

「４ いじめの早期発見」では、児童生徒の心のＳＯＳを早期に把握するため、

アプリなどのＩＣＴも活用し、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷも含めた全ての教職員が

連携して見守りを行うことを明記しました。 

このたびの重大事態では、一部の教職員によるいじめ事案の抱え込みが見ら

れたことから、「項目の７」を新設し、個人に対応を委ねないこと、情報の集約

と共有についてはＩＣＴも活用し、アンケート結果などいじめの情報を子ども

ごとにまとめ、学校全体で共有し組織的に対応することを新たに盛り込みまし

た。 

次に、右側の「第４章」では、実際にいじめが起こった際に学校が行うことに

なっている対応の流れや、子どものＳＯＳのサインを見逃さないこと、他部局等

との連携の必要性について図示をしております。今までは、学校内の動きのみの

図となっておりましたが、今回の改定案では、保護者や地域、関係機関との連携

も含めて図示しております。具体的には、いじめの早期発見につながるサインチ

ェックシートを、学校、保護者、地域、関係機関と新たに共有し、そこから得ら

れた情報は、一律、学校いじめ対策組織に共有することで、個人の差によらない、

客観的ないじめの認知の判断につなげたいと考えております。 

また、学校いじめ対策組織で認知したいじめは、新たにアセスメントシートを

用いて、継続的な対処と見守りの状況を記録し、必要に応じて関係機関と連携す

ることを示しています。 

このアセスメントシートについては、進級や進学の際に確実に引き継ぎ、関わ

る教職員が変わっても継続した支援につなげることを目指しております。 

教育委員会と子どもの支援を担当する部局との連携については、例えば、現在も

連携して年に１回開催している「札幌市いじめ対策連絡協議会」を複数回実施と

し、学校と教育委員会が共有した重大事態につながる恐れがあるような個別の
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案件についても、様々な視点から検討し、重層的・包括的な支援を行うなど、い

じめを深刻化させない仕組づくりに向け検討を進めてまいります。 

最後に第５章を御覧ください。ここでは、第４章のような対応を行ってもなお、

いじめの重大事態となってしまった場合の対応について記載しています。 

このたびの重大事態調査に係る一連の対応において、公表との関係で市長への

調査結果の報告が遅れたことなどの反省を踏まえ、市長への調査結果の報告と

公表の手順を明確化するとともに、再発防止に向けた学校と市教委における取

組の検証について、⑺で新たに位置付けました。 

 今回の方針の改定について、学校に周知、徹底を図るとともに、学校の取組状

況を市教委がしっかりと把握し、きめ細かな指導・助言に努めること、学校や市

教委の取組を附属機関に検証いただくことを通じて、取組の実効性を確保して

まいります。 

 方針の改定内容に関する説明は以上となりますが、次に、方針の改定に向けた

今後の進め方についてご説明いたします。 

 本日、方針の改定案について、議決をいただけましたら、この内容をもって、

明日、２月 27 日（火）に行われる文教委員会で改定案について報告いたします。

その後、３月上旬にパブリックコメント・キッズコメントを実施したいと考えて

おります。 

なお、キッズコメントで使用する資料については、改定案の内容を基に、子ど

もにわかりやすいような内容にまとめ、別途作成しているところでございます。 

その後は、市民の方々から寄せられた御意見を参考としながら最終調整を行い、

年度を跨ぐこととなりますが、４月上旬を目途に、計画の策定について、教育委

員会会議に付議する予定でおります。 

なお、学校においては、年度当初から取組を進められるよう、３月中に教育委

員会から学校に対して取組の要点を伝えることとしております。 

私からの説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○檜田教育長 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご質問、ご意

見がございましたらお願いします。 

 

○中野委員 学校いじめ対策組織の設置というところで、構成員に非常勤職員

であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを必須としており

ますが、現在の勤務状況からして、月１回の開催が可能ということでしょうか。 
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○児童生徒担当部長 まず、スクールカウンセラーの学校支援時間につきまし

ては、現在、年６９時間でありますが、今後、年１４０時間まで増やす予定とな

っております。 

 次に、スクールソーシャルワーカーにつきましては、現在は有償ボランティア

という形で、限られた時間の中で派遣することとしておりましたが、これを会計

年度任用職員とし、スクールソーシャルワーカー一人あたり、週３０時間を学校

支援に充てられるようになります。 

以上のことから、学校いじめ対策組織の会議に参加できるような環境を整え

られるものと考えております。 

 

○中野委員 一人あたりの時間を増やすことによって、会議を成立させるとい

う趣旨はわかりました。 

 ただ、人材確保という点では目途がついているのでしょうか。 

 

○児童生徒担当部長 スクールカウンセラーにつきましては、スーパーバイザ

ーへも相談をしておりますが、現在の限られた支援時間が、１４０時間程度に増

える場合であれば、現行の体制で支援時間を増やしつつ、新たに職員を採用する

ことで確保することができるという見込みとなっております。 

スクールソーシャルワーカーにつきましては、人数を増やすということは難

しいものと考えておりますが、会計年度任用職員とすることで、専念して勤めて

いただける方を採用することにより、具体的に各学校への支援にあたれるとい

う見通しを持っております。 

 

○中野委員 是非、要員の確保ということは前向きに進めていただきたいと思

います。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○阿部委員 まず、資料１の１ページ目右側にある主な変更点のうち、項目２に

ついては、定期的に学校から報告を受けるととしておりますが、定期的にという

のはどれくらいの頻度になるのでしょうか。 

 次に、資料１の２ページ目左側にある項目４のいじめの早期発見について、早

期発見は非常に重要なポイントであることから、子どもたち自ら発信してもら

うことは大事な要素になると思いますが、項目７に書いてあるとおり、見逃しが
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無いよう、全体的に対応していく必要があると思いますので、子どもたちがどの

ようにＩＣＴを活用して発信するのか、教員が組織としていじめの見逃しをし

ないようにするためには、どのような方法を考えているのか教えてください。 

 

○児童生徒担当部長 まず、報告の頻度につきまして、現在は、年１回の国の調

査報告に基づくもの、年３回の教育委員会独自の様式により報告をするものと

しておりました。今後は、経年が見れるように、国と同じ様式を用いて年４回報

告していただくこととし、国への報告を待たずに、改善点については、助言、支

援が行えるようにするものとなります。 

 

○阿部委員 ３カ月に一回のペースというイメージでしょうか。 

 

○児童生徒担当部長 各学期と年度末の計４回、すべての学校から報告をして

もらう想定をしております。 

 続いて、早期発見と見逃しを防ぐ方法につきましては、すべての子どもたちの

端末に健康観察アプリを導入する予定でおります。導入予定のアプリではアン

ケート機能も付いておりますので、これまでは紙で実施していたアンケートに

ついて、端末で行えるようになる想定でおります。 

 また、回収したアンケートについては、アプリを通じて管理職、担任以外の教

職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの方なども閲覧で

きるようにし、多くの方の目を通すことで、いじめの見逃しを防ぐということに

取り組んでいきたいと考えています。 

 

○阿部委員 もう１点追加で質問なのですが、この基本方針をすべての学校に

周知していくことと、徹底して実施することが再発防止に繋がるかと思います

が、そのあたりはどのように進めていく予定でしょうか。 

 

○児童生徒担当部長 年度当初に取組を開始することが重要ですので、３月中

に学校が取り組む要点をまとめ、通知をする予定でおります。 

 年度初めから始業までの間に、各学校で研修を実施していただき、その内容を

子どもたちや保護者に説明していくことから始めていきたいと考えております。 

 また、今回、初めての取組であることからも、各学校担当の指導主事が１学期

中にすべての学校に訪問し、取組状況や困りごとは無いかなど確認し、定着を図

っていきたいと考えております。 
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○阿部委員 わかりました。ありがとうございました。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 チーム学校として対応を進めることに関しては賛成ですが、いじ

められている子ども側の立場からすれば、大抵の場合、学校そのものに対してネ

ガティブな感情を持っているのではないかと思います。そういった場合に、学校

以外にも相談できるという選択肢の提示を盛り込んでいただきたいと思ってお

ります。教育委員会としては複数の窓口を設けており、また、小学校４年生に対

して周知カードを配布している中、今回の件では活かされていなかったのでは

ないかと思います。子どもたちに対して、先生に言えないということもあるかも

しれないという観点から、相談をする場合は必ずしも学校でなくてもいいんだ

ということを伝えることや発信をしていってはどうかなと思います。 

 

○児童生徒担当部長 教育委員会以外の相談窓口に関しては、資料１の１ペー

ジ右側にある第２章の札幌市の全体での取組にて、アシストセンター、他の相談

機関との連携、他部局とのケース会議のような取組について触れております。ま

た、２ページの第４章では、いじめのサインチェックシートの活用について、関

係機関でいじめに関する相談が寄せられた場合、学校と共有するといった対応

をいただき、また、共有された情報はすべての案件を対策組織に上げ、事実関係

を確認していくといった取り組みを進めていく予定です。 

 

○佐藤委員 わかりました。学校側としては、学校の中で解決しようと考えがち

なことがあるかと思いますが、是非子どもたちには学校以外の相談先があるこ

とを伝えていただければと思います。 

 

○檜田教育長 子どもたちが使う端末に相談先を表示するといったことはでき

るのでしょうか。 

 

○児童生徒担当部長 今後の仕様次第となりますが、端末を立ち上げた際に表

示するといったことは可能だと聞いておりますので、工夫をしてまいりたいと

思います。 

 

○檜田教育長 わかりました。ありがとうございました。 
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○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○阿部委員 相談窓口の周知に関しては非常に大切だと思っています。今回表

示される内容は札幌市が管轄する相談先となるのでしょうか。 

 

○児童生徒担当部長 紙で配布しているものについては、法務局や国の機関を

記載しておりましたので、同内容の掲載を考えております。 

 

○阿部委員 子どもたちが自身の殻にこもってしまって、言いたいのに言えな

いという状況を作ってしまうことが良くないことから、公的な相談機関はもち

ろんですが、習い事や塾の講師など、身近な信頼できる大人に相談しても良いと

いうことをメッセージとして発信していただきたいと思います。 

 

○児童生徒担当部長 先ほどの第４章の関係機関・施設等に塾やスポーツクラ

ブなどを掲げておりますが、そういったところへ相談ができることに関して発

信することも検討してまいります。 

 

○阿部委員 わかりました。ぜひよろしくお願いします。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。 

 

○道尻委員 資料１の第１章の３にもありますとおり、札幌市のいじめ件数は

増加傾向にある状況を受け、第１章の４では、いじめの問題をより根本的に克服

していくため、子どもたちが自治的な活動を通して、いじめの問題について主体

的に考えていくことが重要だと上げており、まさにここが大事なんだろうなと

考えますが、今後、いじめ問題を根本的に無くしていくための自治的な活動につ

いて、具体的に考えられていることがあれば教えてください。 

 

○児童生徒担当部長 夏休み明けに取組月間があり、子どもたち自身でいのち

を大切にすることの標語を考えることや、いじめに関して話し合いを行うとい

った取組みがあります。また、ここ数年は、いじめに関する問題のサミットに子

どもたちを派遣し、生徒指導を担当する教職員の前で成果を報告するといった

取組みも行っており、他の学校にプラスの影響を与えるといったこともでてき

ております。さっぽろっ子自治的な活動の取組と連動する形で、いじめに向かわ
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ない、あるいはいじめを許さない雰囲気を作る取組を進めていきたいと思いま

す。また、道徳の中でもいじめの問題を取り扱っておりますので、こちらも充実

を図っていきたいと考えております。 

 

○道尻委員 道徳の授業を含め、様々取組は進められてきてはいると思います

が、それでもいじめ件数が増加傾向にあることからも、さらに踏み込んだ対応策

が必要なのではないかと考えます。例えば、子どもたちにどうやってこの問題を

自分事として考えてもらえるかについて、１人１台端末を活用することや、体験

型のワークショップで、いじめが起こったときにどう行動をするべきなのか、自

分が受けた場合、あるいは見た場合にどうするべきなのかなど、具体的な行動が

とれるような工夫があれば良いのかなと思いますので、意見として述べさせて

いただきます。 

 

○児童生徒担当部長 ありがとうございます。引き続き、好事例を紹介していく

ことなどを含め、検討をしてまいりたいと思います。 

 

○檜田教育長 今回の重大事態の報告を受けての方針の改定となりますが、こ

の改定があって終りではなく、ここから新たなスタートとし、教育委員の皆さん

には折に触れて状況を報告させていただきながら、委員会全体として、この問題

についてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第３号については提案どおり決定させていただ

きます。 

 

◎議案第４号 学校職員の懲戒処分に関する指針の改正について 

○檜田教育長 続きまして、議案第４号「学校職員の懲戒処分に関する指針の改

正について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

○教職員担当部長 教職員担当部長の佐藤でございます。 

議案第４号「学校職員の懲戒処分に関する指針の改正について」ご説明申し上



 

19 

げます。 

本市教育委員会においては、懲戒処分に関する透明性を確保するとともに、学

校職員の非違行為を未然に防止するため「学校職員の懲戒処分に関する指針」を

定めており、これまでも研修等の様々な機会を通じて服務規律の徹底を図って

いるところでございます。 

このたび、本指針の改正について、大きく３点の変更についてご審議いただき

たく存じますので、それぞれについて上から２つ目のインデックス「改正案」を

使ってご説明いたします。 

まず１点目がいじめへの対応に係る標準例の新設です。「改正案」の６ページ

をご覧ください。赤字が変更点でございます。 

３ 児童生徒に対する非違行為について、現行の指針では体罰及び不適切な

指導等の２項目でしたが、昨年 12 月に調査報告書を公表いたしましたいじめ重

大事態の経緯等を踏まえ、７ページになりますが「いじめへの対応」という項目

を他都市の指針等を参考に新設することといたしました。 

アでは不適切な指導及び言動等により、児童生徒間のいじめに加担し、又は助

長し、重大な状態を招いた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。としてお

り、いじめの事態を悪化させる行為について記載しております。 

次に、イでは児童生徒間のいじめの実態を把握しながら、適切な対応を怠り、

又は放置し、重大な状態を招いた職員は、停職、減給又は戒告とする。としてお

り、いじめの事態を改善させるための対応を行わず、重大な状態を招いた職員に

ついても懲戒処分の対象として明記いたしました。 

続いて２点目がわいせつ行為等に係る標準例の整理についてです。こちらは

８ページをご覧ください。これまで、児童生徒性暴力については⒂のわいせつ行

為等に該当するものとして整理しておりましたが、こちらについては本来公務

外での行為を対象とすべき項目ですので、この度の改正にて６ページの⑶のと

おり、新法を踏まえ、児童生徒に対する非違行為として改めて整理いたしました。 

 ア及びイについては８ページの内容と同様ですが、これまで８ページ⒂内に

掲げていた表を別表として整理しました。別表の内容については３点目でご説

明いたします。 

 ウ及びエについては他都市の指針等を参考に新設した項目となります。ウに

ついて、わいせつな言辞等の性的な言動をした職員は、停職、減給又は戒告とす

る。と記載しております。ここでのわいせつな言動とは、性的な内容の電話、手

紙、電子メールの送付や身体的接触、性的なからかい及びつきまとい等を想定し

ており、ア及びイに該当しない行為についても標準例を明確化することを目的
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としております。エについてはウを繰り返した職員に対して、免職、停職又は減

給とすることとしております。 

 最後に、３点目が刑法改正等に伴うわいせつ行為例の修正等です。令和５年６

月 23 日に公布された「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」附則第 15 条

及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態

の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」附則第 14 条の規定により、「教

育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部が改正され、令

和５年７月 13 日に施行されました。 

 また、本改正に伴い、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する

基本的な指針」についても改訂され、児童生徒に対する性暴力等についてはより

厳粛な対応が求められております。 

 これらの法改正に伴い、懲戒処分に関する指針に反映させるため、先程ご説明

いたしました別表の内容を修正いたします。10 ページをご覧ください。刑法第

176 条、177 条及び 181 条について、これまでの「強制わいせつ」「強制性交」と

いう文言が「不同意わいせつ」「不同意性交」と変更されております。また、同

法第 182条において十六歳未満の者に対する面会要求等が新設されましたので、

指針においても記載することといたしました。その次の行ですが、淫行勧誘が第

182 条から 183 条に変更されておりますので、こちらも反映させております。 

続いて、「性的な姿態」から始まります、通称盗撮処罰法についても、赤字で

記載のとおり反映させております。 

指針の改正については、以上となります。改正点については上から３つ目のイ

ンデックス「新旧対照表」にて整理しておりますので、そちらも御確認いただけ

ればと思います。 

本件についての説明は以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○檜田教育長 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご質問、ご意

見がございましたらお願いします。 

 

○道尻委員 資料にて他都市の指針が掲載されておりますが、いじめ関連で懲

戒処分の指針を規定されているところはあまり多くないと見受けられるのです

が、今回の議案を提出されるにあたり、どういった議論が行われたのか、考え方

をご紹介いただけますでしょうか。 

○教職員担当部長 懲戒処分に関する指針については、懲戒処分という不利益
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処分について、どういった内容がどういう量定となるのか透明性を持たせるこ

とと併せて、教職員の非違行為を未然に防止・抑制するという役割から、より具

体的に示すということが一つの目的であることから、そういった観点から検討

を行いました。 

 他都市の指針を見ていただきますと、主に政令市では制定が進んでいるとこ

ろですが、各自治体が状況に合わせて指針を策定している最中もしくは先行し

て策定しているという混在した状況にあります。 

 例えば、川崎市のように、児童生徒のいじめに対し適切に対応がなされなかっ

た場合は戒告、その後、様々なケースについては都度、加重するというパターン

と、仙台市のように、あらかじめ具体的な行為が非違行為にあたるということを

具体的に示してから、その他のケースについては個別具体に判断していくとい

う作りにしているところなど、様々ではありますが、札幌市は啓発・抑制の意味

も含めて、後者と同様の作りとしました。 

 

○道尻委員 ありがとうございます。本市の案ですと、いじめを把握しながら、

適切な対応を怠った、または放置したと場合は停職・減給にといった処分になり

得るとなっており、かなり厳しい処分であると思えるのですが、この点はそれな

りの検討結果があるのでしょうか。 

 

○教職員担当部長 重大な事態を招いたというところを重く捉えますと、原因

を明らかにしていった際、個別具体に判断する必要はありますが、明らかに怠っ

たことによる判断に至った場合は、非違行為に該当するという判断をせざるを

得ないと考えたためとなります。 

 

○道尻委員 重大な状態というのは、いじめの重大事態を想定されているとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

○教職員担当部長 完全なイコールにはならないと思いますが、例えば自死に

繋がってしまった場合は重大な事態に繋がったものと考えられますが、自死に

限らず、個別に判断をしていく必要がありますので、そこは重大な事態とさせて

いただいた次第です。 

 

○道尻委員 わかりました。教育現場の厳しい状況や過重な労働の中で様々対

応されている中で、適切な対応ができなかったということもある反面、重大な状
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態を招いてしまったということは、厳しい処分でもやむを得ないというところ

があると思います。 

 今回、重大な事態という文言を付けられたところではありますが、実際の適用

の場合においては、十分に吟味をして、運用をしていただければと思います。 

 

○佐藤委員 私も道尻委員と同様に、いじめへの対応について、かなり厳しいも

のだと思いました。仙台市に倣っているということですが、新潟市や神戸市のよ

うに、その程度が悪質である場合に処分のハードルを高くするような検討は無

かったのでしょうか。 

 

○教職員担当部長 悪質であること自体が公務員としての信用失墜につながる

ようなことにもなりますので、いじめの対応で読み込まずとも、それ以上に加重

要素として読み込むことができますので明確に記載をしておりません。一方で、

適切な対応を怠り、または放置しということもってして戒告以上ということに

ついては、重大な状態を招いた職員というところを直接的に要因となっている

かどうか検討をしていく必要はありますけれども、いじめの対応、期間、結果を

踏まえると、戒告以上となるケースはあるだろうということで、仙台市と同様の

内容にしているところです。 

 

○佐藤委員 心配な点として、今回追加されたことによって、個々の先生方の教

育活動が委縮する、あるいは怠っていないか過剰にチェックをすることで、業務

に支障をきたすことなどがないか気になりました。適切な対応とはどういうも

のか、具体がわかるように整備を進めていただければと思います。 

 

○教職員担当部長 ご指摘いただいた部分は、現場が特に関心を持つことであ

り、かつ重要なところだと考えております。議案第３号でご審議いただいた、組

織的な対応がしっかりと実践されていくことが重要であることからも、現場が

理解できるよう周知を図ってまいりたいと思います。 

 

○檜田教育長 今回、重大事態の報告では特に組織的な対応がという部分が指

摘されておりましたので、個々の責任ということではなく、学校がチームとして

適切に対応できるような、そうした働きかけが今回の指針の趣旨であることを

十分理解いただきながら、道尻委員、佐藤委員からのご意見を踏まえたうえで、

学校への周知を徹底していただければと思います。 



 

23 

 

○檜田教育長 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○檜田教育長 それでは、議案第４号については提案どおり決定させていただ

きます。 

 

○檜田教育長 議案第５号及び第６号は、公開しないことといたしますので、傍

聴の方は恐縮ですが、退席をお願いいたします。 

 

以下 非公開 
 

 


